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序章 ⽴地適正化計画の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

序章では、本計画の策定の背景や位置付け、計画期間、構成
等を整理します。 
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「くまがや未来のまちづくり絵画展 ⼊賞作品」 

⽯原⼩学校４年「ロボットも働く未来の街」 
※学年については、絵画展開催時点の学年です。 
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本市では、今後急速に⼈⼝減少・少⼦⾼齢化が進むことが予測されています。これからも
都市の活⼒を維持していくためには、安⼼・安全で便利な⽣活環境を形成し、財政⾯及び経
済⾯において持続可能な都市経営を推進していくことが必要とされます。 

上記のような課題をまちづくりの観点から解決するのが⽴地適正化計画です。医療・福祉
施設、商業施設や住居等がまとまって⽴地し、住⺠が徒歩や公共交通によりこれらの各種施
設にアクセスできるようにする「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを具現
化していく⼿法です。本計画では、以下のような商業施設や医療施設などの誘導を図る区域
及び施設の種類、居住を誘導する区域等を定め、持続可能なまちづくりを進めます。 
 

《⽴地適正化計画に定める事項》 
 

○⽴地適正化計画に関する基本的な⽅針  ○誘導施策 
○居住誘導区域             ○防災指針 
○都市機能誘導区域           ○⽬標値の設定・評価⽅法 
○誘導施設            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

※都市機能：都市の⽣活を⽀える商業や医療・福祉・⼦育て・教育・防災等の役割（働き） 

 
 

  

⽴地適正化計画とは 

⽴地適正化計画のイメージ  

居住を誘導すべき
地域を結び、将来
にわたり⼀定⽔準
のサービスを確保
する軸 

 

居住を誘導して⼈
⼝密度を維持する
エリア 

 

⽇常⽣活に必要な
都市機能を誘導す
るエリア 

居住誘導区域 都市機能誘導区域 

公共交通 

市街化区域 

都市計画区域 

出典︓⽴地適正化計画作成の⼿引き（令和 3 年 7 ⽉改訂） 
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⽴地適正化計画は、市のまちづくりの指針となる都市計画マスタープランにおいて⽰され
た「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを具現化していくための計画です。両
計画の関連性を考慮し、⼀体的に策定しています。 

 

＜関連する計画の体系＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

⽴地適正化計画の対象区域は都市全体を⾒渡す観点から、都市計画区域全域（本市の場合
は市全域）とすることが基本とされています。 

本市においても、市全域の状況を踏まえて検討や施策を講じていく必要があるため、都市
計画区域の全域を⽴地適正化計画の対象区域とします。 
 

 

  

位置付け 

計画対象区域 

熊⾕市総合振興計画 

まちづくり埼⽟プラン 
熊⾕都市計画 都市計画区域の 

整備、開発及び保全の⽅針 
（都市計画区域マスタープラン） 

即する 

即する 
【都市計画法第 6 条の 2】 

〈部⾨別計画〉 
・緑の基本計画 
・環境基本計画 
・下⽔道整備計画 
・公共施設等総合管理計画 
・中⼼市街地活性化基本計画 
・熊⾕スマートシティ実⾏計画 

など 

都市計画の決定･変更、 
個別計画の推進 

 

 

 

 

⽤途地域、 
地区計画等 

市街地 
開発事業 

都市計画道路･ 
都市計画公園等 

連携 

整合 

基づく  
（根拠となる） 

即する 

熊⾕市 
⽴地適正化 

計画 
 【都市再⽣特別措置法 

第 81 条第 1 項】 

熊⾕市地域 
公共交通網 
形成計画 

 【地域公共交通の活性化
及び再⽣に関する法律】 

連携 

熊⾕市都市計画マスタープラン 

 
 
 

市街化調整区域の 
整備及び保全の⽅針

を含む 

【都市計画法第 18 条の 2】 
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⽴地適正化計画は都市計画マスタープランと密接に連携する計画であることから、計画期
間を同⼀にすることとし、⽬標年次を令和 23（2041）年とします。なお、定期的に誘導施
策・⽬標値の評価を実施し、社会情勢等の変化を踏まえた上で適宜⾒直しを⾏います。 
 

＜計画期間＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

計画期間 

  
旧市町の都市計画マスタープラン 
旧熊⾕市（Ｈ16（2004）〜Ｒ5（2023）） 
旧妻沼町（Ｈ13（2001）〜Ｒ3（2021）） 
旧⼤⾥町（Ｈ12（2000）〜Ｈ27（2015）） 

 都市計画マスタープラン 
（Ｒ4（2022）〜Ｒ23（2041）） 

⽬標 
年次 

第２次総合振興計画の策定 
社会情勢の変化等を踏まえた
内容の⾒直し 
新市として初めての策定 
（今回） 

 

2008           2018   2022         2028                   2041 

⽬標 
年次 

誘導施策・⽬標値の評価、社会情勢の
変化等を踏まえ必要に応じて⾒直し 

⽴地適正化計画 
（Ｒ4（2022）〜Ｒ23（2041）） 

第１次総合振興計画 
 
 
 
 
 
 

第２次総合振興計画 
 
 
 
 
 
 

第 3 次総合振興計画 
（Ｒ10（2028）〜Ｒ20（2037）） 

 
 
 
 
 

 

基本構想 
（Ｈ30（2018）〜Ｒ9（2027）） 

前期基本計画 
（Ｈ30（2018）
〜Ｒ4（2022）） 

後期基本計画 
（R5（2023）〜
Ｒ9（2027）） 

基本構想 
（R10（2028）〜Ｒ19（2037）） 

前期基本計画 
（R10（2028）〜
Ｒ14（2032）） 

後期基本計画 
（R15（2033）〜
Ｒ19（2037）） 

基本構想 
（Ｈ20（2008）〜H29（2017）） 

前期基本計画 
（Ｈ20（2008）
〜H24（2012））

後期基本計画 
（H25（2013） 
〜H29（2017））
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⽴地適正化計画は、市全体の将来都市像や都市構造、それぞれの⽅針を定める「まちづく
り⽅針」、都市機能や居住の誘導区域等を定める「誘導区域・施設」、居住誘導区域内の防災
に係る取組を定める「防災指針」、各種誘導の実現に向けた施策等を定める「実現⽅策」の 4
つの⼤項⽬により構成します。 

＜計画の構成＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の構成 

市の現況と都市構造上の課題 第１章 
本市の現況及び都市構造上の課題を整理します。 

⽴地適正化計画の概要 序章 
序章では、本計画の策定の背景や位置付け、計画期間、構成等を整理します。

⽴地適正化計画のまちづくり⽅針 

現況と課題、上位関連計画を踏まえ、⽴地適正化計画の３つのまちづくり⽅
針を⽰します。 

⽬指すべき都市の⾻格構造 

公共交通 都市機能誘導 

まちづくり⽅針 
第２章 

居住誘導・防災 

第３章 
⽴地適正化計画のまちづくり⽅針の実現に向けて、⽬指すべき都市の⾻格構造

を⽰します。 

都市機能誘導区域・誘導施設 

居住誘導区域 

居住を誘導する区域の設定を⽰します。 

誘導区域・施設 
第４章 

第５章 
都市機能を誘導する区域の設定及び誘導を図る施設を⽰します。 

防災指針 防災指針 
第６章 

居住誘導区域内を中⼼とした防災の取組を⽰します。 

誘導施策 

居住誘導及び都市機能誘導等の実現に向けた取組を⽰します。 

⽬標指標と進⾏管理及び届出制度 
本計画の達成状況を把握する⽬標指標の設定、本計画の⾒直し等の進⾏管

理、誘導区域外での⽴地に必要な届出の考え⽅を⽰します。 

実現⽅策 
第７章 

第８章 


